
令和 年度
（2020年度）

岩　 出　 市

２令和５年度
（2023年度）



1 2



1 2



3 4



3 4



5 6



5 6



　次の要件を満たす改修工事を行った住宅について､一定
期間､固定資産税が減額されます。これらの適用を受ける
ためには､申告が必要です。

　新築住宅については､住宅の種類により新築した翌年度
から一定期間､固定資産税が減額されます。これらの適用
を受けるためには､申告が必要です。

●いずれの減額措置も適用を受けられるのは 戸につき
回です。
●いずれの減額措置も他の減額措置との併用はできませ
ん。ただし､バリアフリー改修と熱損失防止 省エネ
修の減額は併用して適用できます。
●マンション等の区分所有家屋は､専用部分について改修
工事を行う必要があります。
●いずれの減額措置も都市計画税には適用されません。

住宅の種類

減税額

適用期間

適用要件

申告期限

認定長期優良住宅

○
○居住部分の床面積が ㎡ ㎡）
　以上 ㎡以下

　新築された住宅 　新築された住宅
○長期優良住宅の認定を
　受けていること

※ただし､居住部分に限る

上記以外の住宅

令和4 令和4

改修の種類 バリアフリー改修 耐震改修 熱損失防止（省エネ）改修

減税額

床面積100㎡相当
分までの1/3の額

床面積120㎡相当
分までの1/2の額
※ただし、長期優
良住宅の認定を受
けて改修された場
合は2/3の額

床面積120㎡相当分まで
の1/3の額
※ただし、長期優良住
宅の認定を受けて改修
された場合は2/3の額

適用期間 1年間

工事要件

①廊下の拡幅
②階段の勾配の
　緩和
③浴室の改良
④便所の改良
⑤手すりの取付け
⑥床の段差解消
⑦引き戸への
　取替え
⑧床表面の滑り
　止め
上記の工事費が
50万円超（補助金
等を除いた金額）

耐震基準に適合
する工事
上記の工事費が
50万円超

①窓の改修工事（必須）
②窓の改修工事と併せ
て行う床、天井、壁の
断熱工事

③改修部位がいずれも
現行の省エネ基準に
新たに適合すること
となったもの

上記の工事費が
60万円超、又は上記の
工事費が50万円超で太
陽光発電装置等の設置
に係る工事費と合わせ
て60万円超（補助金等
を除いた金額）

家屋要件

床面積全体に占める居住部分の割合が1/2以上
◯新築された日か
ら10年以上経過
した住宅

◯改修後の床面
積が50㎡以上
280㎡以下

◯令和6年3月31日
までに改修が
完了

◯次のいずれかの
方が居住する既
存住宅

　（賃貸住宅を除く）
・65歳以上の方
・要介護認定又は
要支援認定を受
けている方
・障害のある方

◯昭和57年1月1日
　以前から存在す
　る住宅
◯平成18年1月1日
　から令和6年3月
31日までの間

　に現行の耐震基
　準に適合した耐
震改修が完了

◯平成26年4月1日以前
から存在する住宅

　（賃貸住宅を除く）
◯改修後の床面積が
　50㎡以上280㎡以下
◯令和4年4月1日から
　令和6年3月31日まで
の間に熱損失防止
（省エネ）改修が完了

申告期限 工事完了後3か月以内
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　会社や個人で事業を営んでいる方が､その事業のために
用いることができる構築物･機械･器具･備品等を償却資産
といい､土地･家屋と同様に固定資産税が課税されます。
１.償却資産の申告について
　償却資産をお持ちの方は､毎年1月1日現在における償却
資産の所有状況を1月31日までに申告する必要があります｡
　申告にあたっては､資産の所在､種類､名称､数量､取得
時期､取得価額､耐用年数等を申告書に記載し､提出いた
だきます。
※償却資産については､エルタックス(eLTAX)による電子
申告ができます。
２.償却資産の対象となるものの例

　

３.償却資産の対象とならないものの例
　土地､建物､自動車(大型特殊自動車などを除く)等
４.償却資産の評価額の算定方法(評価額＝課税標準額）
　(1)前年中に取得した資産

評価額  ＝ 取得価額 ×（1－ ｜｜｜｜）
　(2)前年前に取得した資産

評価額  ＝ 前年度評価額 ×（1－  減価率）
※評価額の最低限度額は取得価額の5%です。
５.償却資産の税額の算定方法
　　  税額 ＝ 課税標準額 × 税率(1.4%）

償却資産への課税について

業　種

事務系

飲食業

小売業

病院･医院

不動産貸付業

主な償却資産
事務机､椅子､応接セット､ルームエアコン､
コピー機､パソコン､ファクシミリなど
看板､食卓､椅子､カウンター､冷蔵庫､カラオケ､
レジスターなど

医療機器､パソコン､ルームエアコン､
空気清浄機など

陳列棚､看板､冷蔵庫､レジスターなど

舗装､門扉､外構工事､外灯など

減価率
2

Ｑ.土地･家屋を今年の2月に売却しましたが、私の名前で今年
度の固定資産税の請求が来ました。なぜでしょうか？

Ａ.固定資産税は､1月1日時点の所有者に課税されますので､年
の途中で所有者が変更となっても今年度の固定資産税は､全額
あなたにお支払いいただくことになります。

Ｑ.農地転用許可を受けた田畑の税額が上がりました。なぜで
すか？

Ａ.土地の評価は､現況のほかに､その利用目的や潜在的価値
にも着目して判断されます。
　農地転用許可を受けた田畑は､「宅地介在農地｣といい､宅地
としての潜在的価値を有していると考えられるため、耕作を続
けている場合でも宅地に比準した評価となります。

Ｑ.地価下落によって､土地の評価額が下がっても税額が上が
るのはどうしてでしょうか？

Ａ.本来､固定資産税は､評価額を課税標準額として算定しま
す｡ しかし､平成6年度の評価替えで､それまで地域によってば
らつきのあった評価額の算定方法を全国一律に地価公示価格
等の7割程度にすることとなりました。
　この変更により､地域によっては､それまでと比べて評価額
が大幅に上昇する結果となったため､急激な税負担の増加を避
けるために､従来の課税標準額を基礎として､毎年徐々に本来
の課税に近づける負担調整措置が講じられています。その結
果､地価が下落しても負担水準(P.3参照)の低い土地(本来の課
税標準額より安く抑えられている土地)については、税額が少
しずつ上昇することとなります。
　なお､負担水準が高い土地については､税額を引き下げたり､
据え置く措置が講じられています。

Ｑ.納税通知書を物件ごとに分けて作ってもらえないのですか？

Ａ.納税通知書を分けて作ることはできません。地方税法の
規定により､納税通知書には､同一納税義務者が所有する物件
すべての課税標準額の合計額を記載することとなっており､そ
の合計額によって免税点を判定する必要があるためです。
　なお､これまで別々に課税されていた物件の所有者が､同一
人であると判明した場合は､翌年度課税分から納税通知書をひ
とつにまとめることになります。

よくあるご質問
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